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摂津市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則をここに公布する。

令和５年４月１４日

摂津市長 森 山 一 正

摂津市規則第 ３５ 号

摂津市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令（平成

１３年政令第２３８号）及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規

則（平成１３年国土交通省令第１１０号。以下「施行規則」という。）に定めるも

ののほか、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

（認定の申請に係る添付書類）

第３条 施行規則第１条の２第１項に規定する市長が必要と認める書類は、法第９１

条に規定するマンション管理適正化推進センターが発行する事前確認適合証とす

る。

（申請の取下げ）

第４条 法第５条の３第１項（法第５条の６第２項において準用する場合を含む。）

の規定による認定の申請又は法第５条の７第１項の変更の認定の申請をした者は、

法第５条の４（法第５条の６第２項又は第５条の７第２項において準用する場合を

含む。）の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、マンション管

理計画認定申請取下届（様式第１号）により市長に届け出なければならない。

（不認定の通知）

第５条 市長は、法第５条の３第１項（法第５条の６第２項において準用する場合を

含む。）の規定による認定の申請又は法第５条の７第１項の変更の認定の申請が
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あった場合において、当該申請に係る管理計画又は認定管理計画の変更が法第５条

の４各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その旨をマンション管理計画

不認定通知書（様式第２号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（軽微な変更の届出）

第６条 認定管理者等は、認定管理計画について施行規則第１条の９各号に掲げる軽

微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届（様式第３号）

の正本及び副本に、それぞれ施行規則第１条の２第１項に規定する添付書類のうち

変更に係るものを添えて市長に届け出なければならない。

（報告の徴収）

第７条 法第５条の８の規定による報告の徴収は、認定管理者等に対し認定管理計画

に関して報告を求める旨の通知書（様式第４号）を送達し、管理計画認定マンショ

ンの管理の状況に関する報告書（様式第５号）の提出を求めることにより行うもの

とする。

（改善命令）

第８条 法第５条の９の規定による命令は、改善命令書（様式第６号）により行うも

のとする。

（管理を取りやめる旨の申出）

第９条 法第５条の１０第１項第２号の申出は、認定管理計画に基づく管理計画認定

マンションの管理を取りやめる旨の申出書（様式第７号）の正本及び副本に、施行

規則第１条の６又は第１条の８の通知書（法第５条の７第１項の変更の認定を受け

た認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる場合にあって

は、当該通知書及び施行規則第１条の１１の通知書）を添えて、これを市長に提出

することにより行わなければならない。

（認定の取消しの通知）

第１０条 法第５条の１０第２項の規定による通知は、認定管理計画認定取消通知書

（様式第８号）により行うものとする。

（管理計画認定マンションの公表）

第１１条 市長は、法第５条の３第１項の規定による認定の申請をした者が当該認定

を受けた際の公表に同意したときは、当該認定に係る管理計画認定マンションの名

称、所在地その他の事項について公表することがある。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


